
鳥取県立鳥取看護専門学校学則及び鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成23年３月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第８号

鳥取県立鳥取看護専門学校学則及び鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則の一部を改正する規則

（鳥取県立鳥取看護専門学校学則の一部改正）

第１条 鳥取県立鳥取看護専門学校学則（昭和52年鳥取県規則第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する

場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当

該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（授業料等の減免） （授業料等の減免）

第18条の５ 条例第５条の規定による授業料、入学料 第18条の５ 条例第５条の規定による授業料、入学料

及び入学選抜手数料の減免は、次の各号に掲げる区 及び入学選抜手数料の減免は、災害その他の理由に

分に応じ、当該各号に定める事由に該当する場合に より授業料、入学料及び入学選抜手数料の納付が困

行うものとする。 難であると認められる者又は鳥取県立倉吉総合看護

専門学校から転入による入学をする者について行う

ものとする。

(１) 授業料 次のいずれかに該当するとき。

ア 修学に対する意欲があり、かつ、性行が正し

い生徒が次のいずれかに該当するとき。

(ア) 火災、風水害等の非常災害により授業料

の支弁が困難であると認められるとき。

(イ) 保護者の疾病、障害又は死亡により授業

料の支弁が困難であると認められるとき。

(ウ) その他家計が困窮し、授業料の支弁が困

難であると認められるとき。

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、

特別の理由により、特に減免する必要がある

と認められるとき。

イ 鳥取県立倉吉総合看護専門学校からの転入に

よる入学をする場合であって、減免する必要が

あると認められるとき。

(２) 入学料 次のいずれかに該当するとき。

ア 火災、風水害等の非常災害により入学料の支

弁が困難であると認められるとき。

イ 鳥取県立倉吉総合看護専門学校からの転入に



よる入学をする場合であって、減免する必要が

あると認められるとき。

(３) 入学選抜手数料 火災、風水害等の非常災害

により入学選抜手数料の支弁が困難であると認め

られるとき。

２ 略 ２ 略

様式第２号の２（第12条関係） 様式第２号の２（第12条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第３号（第13条関係） 様式第３号（第13条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第３号の２（第13条の２関係） 様式第３号の２（第13条の２関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第４号（第14条関係） 様式第４号（第14条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第５号（第16条関係） 様式第５号（第16条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第６号（第16条関係） 様式第６号（第16条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第６号の２（第17条関係） 様式第６号の２（第17条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第７号（第18条関係） 様式第７号（第18条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること



ができる。

様式第７号の２（第18条の３関係） 様式第７号の２（第18条の３関係）

略 略

注 「減免希望期間」の欄は、授業料の減免を受け

ようとする者のみ記載すること。

注１ 氏名を自署する場合には、押印を省略するこ

とができる。

２ 「減免希望期間」の欄は、授業料の減免を受

けようとする者のみ記載すること。

（鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則の一部改正）

第２条 鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則（昭和52年鳥取県規則第14号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「追加号」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する

場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当

該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

第２条 学校の課程、学科、定員、修業年限及び在学 第２条 学校の課程、学科、定員、修業年限及び在学

することができる期間は、次のとおりとする。 することができる期間は、次のとおりとする。

定員 定員

課 学科 総定員 １学年 修業 在学すること 課 学科 総定員 １学年 修業 在学すること

程 の入学 年限 ができる期間 程 の入学 年限 ができる期間

定員 定員

看護 第１ 105人 35人 ３年 ６年（転入に 看護 第１ 75人 25人 ３年 ６年（転入に

学科 看護 より、第２学 学科 看護 より、第２学

学科 年に入学する 学科 年に入学する

専 者にあっては 専 者にあっては

門 ５年、第３学 門 ５年、第３学

課 年に入学する 課 年に入学する

程 者にあっては 程 者にあっては

４年） ４年）

略 略

略 略

（授業料等の減免） （授業料等の減免）

第18条の５ 条例第５条の規定による授業料、入学料 第18条の５ 条例第５条の規定による授業料、入学料

及び入学選抜手数料の減免は、次の各号に掲げる区 及び入学選抜手数料の減免は、災害その他の理由に

分に応じ、当該各号に定める事由に該当する場合に より授業料、入学料及び入学選抜手数料の納付が困

行うものとする。 難であると認められる者又は鳥取県立鳥取看護専門

学校から転入による入学をする者について行うもの



とする。

(１) 授業料 次のいずれかに該当するとき。

ア 修学に対する意欲があり、かつ、性行が正し

い生徒が次のいずれかに該当するとき。

(ア) 火災、風水害等の非常災害により授業料

の支弁が困難であると認められるとき。

(イ) 保護者の疾病、障害又は死亡により授業

料の支弁が困難であると認められるとき。

(ウ) その他家計が困窮し、授業料の支弁が困

難であると認められるとき。

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、

特別の理由により、特に減免する必要がある

と認められるとき。

イ 鳥取県立鳥取看護専門学校からの転入による

入学をする場合であって、減免する必要がある

と認められるとき。

(２) 入学料 次のいずれかに該当するとき。

ア 火災、風水害等の非常災害により入学料の支

弁が困難であると認められるとき。

イ 鳥取県立鳥取看護専門学校からの転入による

入学をする場合であって、減免する必要がある

と認められるとき。

(３) 入学選抜手数料 火災、風水害等の非常災害

により入学選抜手数料の支弁が困難であると認め

られるとき。

２ 略 ２ 略

様式第２号の２（第12条関係） 様式第２号の２（第12条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第３号（第13条関係） 様式第３号（第13条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第３号の２（第13条の２関係） 様式第３号の２（第13条の２関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第４号（第14条関係） 様式第４号（第14条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること



ができる。

様式第５号（第16条関係） 様式第５号（第16条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第６号（第16条関係） 様式第６号（第16条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第６号の２（第17条関係） 様式第６号の２（第17条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第７号（第18条関係） 様式第７号（第18条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

様式第７号の２（第18条の３関係） 様式第７号の２（第18条の３関係）

略 略

注 「減免希望期間」の欄は、授業料の減免を受け

ようとする者のみ記載すること。

注１ 氏名を自署する場合には、押印を省略するこ

とができる。

２ 「減免希望期間」の欄は、授業料の減免を受

けようとする者のみ記載すること。

様式第８号（第22条関係） 様式第８号（第22条関係）

略 略

注 氏名を自署する場合には、押印を省略すること

ができる。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定並びに第２条中第18条の５並びに様式

第２号の２及び様式第３号から様式第８号までの改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）から平成25年３月31日までの鳥取県立倉吉総合看護専門学

校の専門課程の看護学科の第１看護学科（以下単に「第１看護学科」という。）の総定員については、第２条

の規定による改正後の鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則（以下「新規則」という。）第２条の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる人数とする。



(１) 平成23年４月１日から平成24年３月31日まで 85人

(２) 平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 95人

３ 施行日から平成25年３月31日までの第１看護学科の１学年の入学定員については、新規則第２条の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる学年の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる間は、なお従前の例による。

(１) 第２学年 平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

(２) 第３学年 平成23年４月１日から平成25年３月31日まで




